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○インターネットで登記情報を確認する方法はありますか？ 

 

１ 登記情報提供サービスとは 

登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は

事務所のパソコンで確認することができるサービス（「登記情報提供サービス」とい

います。）を提供しています。 

以前は、登記情報を確認するためには、登記所まで出向いて登記事項証明書又は登

記事項要約書を請求するか、オンライン又は郵送により登記事項証明書の送付を請求

する必要がありましたが、登記情報提供サービスを利用することにより、インターネ

ットを利用して自宅や会社に居ながらして登記情報を確認することができることか

ら、登記情報を確認するための時間と手間が大幅に縮減されます。 

２ 提供される情報 

ア 提供される登記情報の種類は、次のとおりです。 

（ア）次に掲げる登記簿等でコンピュータ化されたものに記録された事項の全部

についての情報 

a 不動産の登記簿 

b 商業登記簿 

c 法人の登記簿 

d 動産譲渡登記事項概要ファイル 

e 債権譲渡登記事項概要ファイル 

f  地図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物

図面及び各階平面図が記録されたファイル 

（イ）（ア）の登記簿等に記録されている事項の一部についての情報 

a 不動産の登記簿に記録された事項の全部から次に掲げるもののいずれか又

は全てを除いた情報 

(a) 共同担保目録の全部又は現在効力を有していないもの 

(b) 信託目録の全部又は現在効力を有していないもの 

b 当該不動産の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情報

（所有者事項） 

c 会社、法人等についての登記記録に係る情報量が３メガバイトを超える場

合において、一部の区に記録されている事項についての情報 

イ アの登記情報であっても、次に該当するものについては、提供することができ

ません。 

（ア）不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が

１メガバイトを超えるもの 

（イ）商業登記簿、法人の登記簿、動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権情
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報登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち、請求に係る情報

量が３メガバイトを超えるもの 

（ウ）商業登記簿及び法人の登記簿に記録されている登記記録のうち、登記事

項が閉鎖されているもの（例外があります。） 

（エ）地図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物

図面及び各階平面図が記録されたファイルに記録されている情報のうち、

請求に係る情報量が３メガバイトを超えているもの及び閉鎖されたもの 

３ 利用の方法・手順 

あらかじめ利用者登録（登記情報提供契約の締結）をして利用する方法と、利用

者登録をすることなく、一時的に利用する方法があります。 

詳しくは、登記情報提供サービスのホームページを御覧ください。 

４ 利用時間 

登記情報 利用時間 

登記記録の全部の情報 

（不動産、商業・法人） 

平日 

 午前８時３０分から午後１１時まで 

土日祝日 

 午前８時３０分から午後６時まで 

所有者事項の情報 

（不動産） 

同上 

登記事項概要ファイルの情報 

（動産譲渡、債権譲渡） 

同上 

地図及び図面が記録されたファイルの

情報 

平日 

 午前８時３０分から午後９時まで 

  なお、以下に該当する場合は、御利用になれません。 

(1) 登記情報提供サービスを利用できない日としてあらかじめ登記情報提供サービ

スのホームページ（https://www1.touki.or.jp/）に掲載する日 

(2) 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

５ 利用料金等 

(1) 利用料金 

① 不動産の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情報（所有

者情報）：１件につき１４０円（登記手数料１３０円＋指定法人手数料１０

円（消費税及び地方消費税を含む。）） 

② 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録さ

れている登記情報：１件につき１４０円（登記手数料１３０円＋指定法人手

数料１０円（消費税及び地方消費税を含む。）） 

③ 地図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面
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及び各階平面図が記録されたファイルに記録されている情報：１件につき３

６０円（登記手数料３５０円＋指定法人手数料１０円（消費税及び地方消費

税を含む。）） 

④ ①から③まで以外の物件：１件（１物件・１会社）につき３３０円（登記手

数料３２０円＋指定法人手数料１０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(2) 登録費用（消費税及び地方消費税を含む。） 

① 個人が登録する場合：３００円 

② 法人が登録する場合：７４０円 

③ 国又は地方公共団体が登録する場合：５６０円 

(3) 決済方法 

① 個人の場合：クレジットカードによる決済 

② 法人の場合：銀行預金口座からの引き落とし 

③ 国又は地方公共団体の場合：協会の指定口座への銀行振込 

６ その他 

その他詳細については、下記にお問い合わせください。 

一般財団法人民事法務協会登記情報提供センター 

ホームページhttps://www1.touki.or.jp 

電話 0570-020-220 


